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序     文 

 

 

 

本プロジェクトは、2004 年 7 月 14 日に日本と中華人民共和国（以下、中国）

政府との間でプロジェクトの基本計画等の内容について協議議事録（R/D）を締

結し、開始しました。 

プロジェクト協力期間中の 2 年間に日本からは現地セミナーの講師として 15

名の国税庁関係者を JICA 専門家として中国へ派遣し、中国からは国家税務総局

及び地方国税局等の関係者 20 名を研修員として日本へ招聘し、日本の国際課税

制度に関する行政紹介を行いました。プロジェクト活動をつうじて、中国側の

税務行政当局者の国際課税制度に関する理解は相当程度深まり、国際課税の実

施体制の構築に向けた税務行政面での執行体制の強化・充実が着実に進んでい

ます。具体的には、移転価格調査及び課税にあたって国際ルールに沿った適正

な取り扱いが浸透してきていること、ならびに事前確認、特に二国間事前確認

に対する認識が深まりその活用が拡大していく兆候が見られること等の望まし

い変化が見られるようになり、中国側はこれらの点で日本の先進的な経験が役

立ったと評価しています。 

プロジェクトは、2006年3月末に協力期間が終了する予定であったことから、

2006 年 3 月に終了時評価調査を実施し、プロジェクトの成果及びプロジェクト

目標の達成状況等について中国側の実施機関である国家税務総局と合同評価を

実施しました。 

本報告書は、これらの評価結果を取りまとめたものであります。 

ここに、本調査にご協力を賜りました内外の関係各位に対しまして深い謝意

を表するとともに、引き続き一層のご支援をお願いする次第です。 
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   写真１ 

   終了時評価調査の日中合同評価会に出席する JICA 及び国家税務総局及び国税庁の関

係者 

   左から国家税務総局国際税務司 律 蘭 官員、夏 光 宇 官員、朱 敬 処長、張 志 勇

司長、JICA 中国事務所 渡辺 雅人 次長、国税庁長官官房付 伏見 俊行、JICA 中国

事務所 黒田 龍二 企画調査員、国税庁国際業務課 小杉 直史、JICA 中国事務所 馮

威 ナショナルスタッフ 

 

 



 

 

 評価調査結果要約表 
１. 案件の概要 
国名：中華人民共和国(中国) 案件名：中華人民共和国税務行政改善支援プロ

ジェクト 
分野：行政 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：中華人民共和国事務所 協力金額（評価時点）：0.169 億円 

先方関係機関： 
1) 実施機関：国家税務総局 

日本側協力機関：国税庁、国税庁税務大学校

 
 
協力期間 

（R/D）： 2004 年 7 月 14 日 

 
協力期間：2年間 

2004 年 4 月 1 日～2006 年 3 月 31

日 

 他の関連協力：特になし 

１-１ 協力の背景と概要 
独立行政法人国際協力機構（以下 JICA という）は、2004 年 7 月 14 日に日中双方で合意

した討議議事録（以下 R/D という）に基づき、中国と諸外国との貿易量、外国企業による
対中国直接投資額の飛躍的な伸びを背景に急務となっている多国籍企業や国際的な事業展
開を行う企業の経済活動に対する国際課税の執行体制の強化・拡充のための税務行政当局
の人材育成に係る技術協力を目的として、2004 年 4 月から 2006 年 3 月までの 2年間の協力
期間で、国家税務総局を実施機関として「税務行政改善支援プロジェクト」（以下プロジェ
クトという）を実施している。2006 年 3 月にプロジェクトの協力期間が終了する予定であ
ることから、R/D 附属文書 II の１１に定められた JICA と国家税務総局による合同終了時評
価調査を実施することとした。 

１-２ 協力内容 

 
(1)上位目標 
中国において多国籍企業等に対する国際課税の実施体制が改善され、日中間を始めとし

て中国と外国企業との経済交流が促進される。 

 
(2)プロジェクト目標 
日本の国際課税制度に関して、制度運用、徴収実務等の実務的な観点から日本側が有する
技術、ノウハウ、過去の経験等を中国側に紹介・提示することをつうじて、中国側の税務
行政当局者が国際課税制度に関する国際的な運用基準への理解を深め、円滑な国際課税制
度の実施体制構築に向けた税務行政面での執行体制が強化される。 

(3)成果 

１）日本側税務当局関係者等との意見交換をつうじて、国家税務総局、地方国家税務局、
及び地方税務局職員が日中租税条約に基づく国際課税制度の運用に関する日本側の現状、
実施体制にかかるノウハウ、過去の経験を習得し、国際的な運用基準に基づく国際課税制
度（特に移転価格税制や事前確認制度など）の運用・実務に係る理解を深める。 

２）国家税務総局、及び地方税務局職員が大企業、多国籍企業に対する税務行政面での適
切な管理制度及びその実施体制に関し、専門的かつ実践的な知識・ノウハウを、日本及び
OECD 加盟国の現状及び過去の経験をつうじて学び、これら税制度の実務・管理能力を高め
る。 

(4) 投入（評価時点） 

日本側： 

短期専門家（現地セミナー講師） 
派遣：延べ 15 名 
本邦研修員受入：延べ 20 名 
セミナー開催等の現地活動費負担 
供与機材：ノート型パソコン、携行用プロジ
ェクター 各 1 台 

相手国側： 
カウンターパート配置:  
訪日研修参加延べ 20 名 
現地セミナー参加延べ 365 名 
現地セミナー会場の提供 
プロジェクト活動に参加する中国側参加の
人件費等    



 

 

２. 評価調査団の概要 

 
 
調査者 

調査団員数 3 名 
(1)総括（団長）：渡辺 雅人 /JICA 中華人民共和国事務所 次長 
(2)国際課税：伏見 俊行 /国税庁長官官房付 
(3)評価計画・評価分析：黒田 龍二/JICA 中国事務所 所長助理・企画調査員
 

調査期間 2006 年 3 月 15 日（水）～3 月 24 日（金） 評価種類：終了時評価 

３. 評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 
プロジェクト全体としては、プロジェクト活動をつうじて、中国側の税務行政当局者の国
際課税制度に関する国際的な運用基準への理解は相当程度深まり、国際的な運用基準をふ
まえた国際課税の実施体制の構築に向け、税務行政面での執行体制の強化・充実が進んだ。
具体的には、移転価格調査及び課税にあたって国際ルールに沿った適正な取り扱いが浸透
してきていること、ならびに事前確認、特に二国間事前確認に対する認識が深まり今後そ
の活用が拡大していく兆候が見られること、ならびに移転価格課税実施後に生じる二重課
税の解消に対する理解が進んでいること等、中国における税務執行上の姿勢の変化が見ら
れる。これらの点で、中国側は、日本の国税庁の先進的な経験が役立ったと評価している。
他方、中国側は、事前確認制度が十分に浸透するまでに至っていないと現状を評価してお
り、引き続き事前確認の運用に関する実践的な経験を積む必要があると考えている。 
また、日本及び OECD 加盟国の知見・経験に学びつつ、タックス・ヘイブン等の国際的な課
税回避への対応の充実を図るため、租税条約に基づく情報交換の活用・拡大を図っていく
必要がある。 
３-２ 評価結果の要約 
(1) 妥当性 
中国での多国籍企業の数、大企業等による海外企業との取引額は増加しており、こうした
中、中国にとって大企業、多国籍企業への円滑な国際課税の実施体制の構築は優先度の高
い課題であるとともに、当該課題への協力は日本の対中国経済協力の方針（経済活動を律
する法制度の確立等、ガバナンス強化を支援する等）とも整合している。協力のアプロー
チ、ターゲット・グループの選定は適切であり、全体として本プロジェクトの実施の妥当
性は高いと言える。 
(2) 有効性 
プロジェクトは、当初計画の活動は実質的に終了した。プロジェクト活動をつうじて、中
国側の税務行政当局者の国際課税制度に関する国際的な運用基準への理解は相当程度深ま
る等、プロジェクト目標の達成に向けて成果が出ていると評価できる。 
特に、①プロジェクト開始後に国家税務総局が相互協議通達、事前確認の実施規則等の国
際課税制度に関する通達の発布による国際課税の関連業務にかかる規範化を進めたこと、
ならびに②二国間事前確認に対する認識が深まり今後その活用が拡大していく兆候が見ら
れること、ならびに③移転価格課税実施後に生じる二重課税の解消に対する理解が進んで
いる等の税務執行上の姿勢の変化が見られること等について、中国側が日本の国税庁の先
進的な経験が役立ったと評価しており、プロジェクト成果の中国側の問題解決に相応の効
果があることが確認できた。 
ただし、中国側は、制度の浸透、および課税回避のための対応のためには、更なる取組み
が必要であると評価しており、合同評価会では、プロジェクト目標を達成する上で対応が
求められる課題として、①事前確認の運用、②租税条約で規定されている国際的な課税回
避に対する対応の分野の 2 点が挙げられている。 
 (3) 効率性 
成果（アウトプット）の達成度は、プロジェクトの実績で述べたとおりほぼ達成されたが、

現地セミナーに参加した地方税務局関係者に対するアンケート調査結果等からは、国際ル
ールに基づく国際課税の執行のあり方について完全に理解することが出来たかどうか疑念
が残る部分もある。 
投入の量、質、タイミングについては、全体として適切に実施され、アウトプットの産出

に効果的、効率的に貢献している。 
コスト的には、テーマと内容ならびに対象者のレベルに応じて訪日研修と現地セミナーを
使い分けており、短期間で集中した講義により知識移転を行い、全体として比較的少ない
投入でアウトプットが得られていることから、高い効率性のもとにプロジェクトが実施さ
れたと言える。 



 

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 
日本でのカウンターパート研修は、プロジェクトの成果を生み出すために有効であった。

カウンターパートは、研修によって日本の国税庁の先進的な取組みに関して理解を深め、
帰国後もプロジェクト活動の推進に貢献した。 
 事前確認制度について、現実の事例に基づき相当実務に近い詳細な条件設定を行ったケ
ース・スタディ及びロールプレイング方式を多く取り入れたことが、現地セミナー参加者
の理解を深めることに大きく貢献した。 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 
現地セミナーでは、地域ごとに税務当局関係者の知識、経験の水準等に相違が見られる

ため、研修内容の理解度に一定のばらつきが見られた。 
 

３-５ 結論 

 
プロジェクト全体として、当初計画で予定されていた活動は実質的に終了し、中国側の税
務行政当局者の国際課税制度に関する国際的な運用基準への理解は相当程度深まり、国際
的な運用基準をふまえた国際課税の実施体制の構築に向け、税務行政面での執行体制の強
化・充実が進んだ。 
しかしながら、プロジェクト目標を達成する上で対応が求められる課題としては、①事前
確認制度の活用・拡大、②国際的な課税回避に対する対応の充実を図るための租税条約に
基づく情報交換の活用・拡大の 2 点が挙げられる。プロジェクト当初協力期間終了までに
追加的な投入を行うことは困難であり、これらの課題にかかる対応について、プロジェク
トの協力期間を 1 年間延長し、活動を継続することが妥当であると思料される。 
なお、プロジェクト終了後、中国側は、本プロジェクトを含め、1994 年から過去 11 年に
わたり実施してきた税務行政分野の協力効果を持続的に発展させ、国際課税の執行体制を
充実させていくことが重要である。 
 
３-６ 提言 
 
国際課税制度に関し、課題として挙げられた、①事前確認制度の活用・拡大、②国際的

な課税回避に対する対応の充実を図るための租税条約に基づく情報交換の活用・拡大の 2
点にかかる対応について日中双方が協力して早急に検討を行うこと。 
プロジェクト終了後、中国側が過去の税務行政分野の協力効果を持続的に発展させ、国

際課税の執行体制を充実させていくために、帰国研修員及びセミナー参加者に対するフォ
ローが必要である。 
税務行政面については、中国側の自助努力により改善できる段階に達していると言えるが、
国際課税の分野では、対応の一層の充実に向け、中国側が日本からの継続的な支援を希望
している。日中間の経済関係が一層緊密化していることから、中国側のより中長期的な制
度構築・人材育成の達成目標、地域的な優先順位、詳細なテーマ等が明確にされるのであ
れば、国際課税の分野に絞って支援を継続する意義は大きいと思われる。 
 

３-７ 教訓 

事前確認制度について、現実の事例に基づき相当実務に近い詳細な条件設定を行ったケ
ース・スタディ及びロールプレイング方式を多く取り入れたことが、現地セミナー参加者
の理解を深めることに大きく貢献していることから、実務に関する研修を活動内容の一部
とするプロジェクトでは、より現実の設定に近い状況の中で研修・技術移転を行うことが
有効であると考えられる。 

３-８ フォローアップ状況 
 
 2006 年 4 月 1 日から 1 年間、協力期間を延長し、①事前確認制度の活用・拡大、②国際
的な課税回避に対する対応の充実を図るための租税条約に基づく情報交換の活用・拡大の 2
点についてプロジェクト活動を継続することで中国側実施機関との間で合意した。 
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第 1 章 評価調査の概要 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 
１－１－１ 調査団派遣の経緯 
2004 年 7 月 14 日に日本と中華人民共和国政府との間で署名された討議議事録に基づき、

2004 年 4 月 1 日から 2006 年 3 月 31 日までを期間として、中華人民共和国税務行政改善支

援プロジェクト（以下、「プロジェクト」という。）が開始された。 

独立行政法人国際協力機構は（以下「JICA」という）、技術協力を効果的に実施するため

に、プロジェクト管理手法としてプロジェクト・サイクル・マネージメント手法 （以下、「PCM

手法」という）を採用している。本報告書は、PCM 手法の一環として、プロジェクト終了時

に実施された終了時評価の概要報告書である。 

 

１－１－２ 評価の目的 

評価の目的は以下のとおりである。 

（１）税務行政改善支援プロジェクトについて、JICA 事業評価ガイドラインに基づく「評

価 5 項目」によるプロジェクトの終了時点での評価を行い、プロジェクトの実績と実施プ

ロセスを把握し、妥当性、効率性、有効性などの観点から評価し、プロジェクト目標が達

成されたかどうかについての総合的な検証を行う。 

（２）上述（１0）の結果及び、その他懸案事項等について、中国側関係者と協議を行う。 

 

１－２ 調査団の構成と調査期間 
評価調査は JICA が組織した日本側評価調査団と国家税務総局が組織した中国側評価調査団

とによる合同評価調査団により実施された。それぞれの調査団メンバーは以下の通りであ

る。 

 

（１）日本側評価調査団 

担当 氏名 所属先等 

総括（団長） 渡辺 雅人 JICA 中華人民共和国事務所 次長 

国際課税 伏見 俊行 国税庁長官官房付 

評価計画・評価分析 黒田 龍二 JICA 中国事務所 所長助理・企画調査員 

通訳１ 

通訳２ 

通訳３ 

于 殿 文 

吉永 葉子 

金 美 兰 

語虹舎（北京）咨詢有限公司 

語虹舎（北京）咨詢有限公司 

語虹舎（北京）咨詢有限公司 

 

（２）中国側評価調査団 

担当 氏名 所属先等 

総括（団長） 朱 敬 国家税務総局国際税務司 外事処 処長 

副総括 夏 光 宇 国家税務総局国際税務司 反避税工作処 官員 



 

 2

 

（３）オブザーバー 

 氏名 所属先等 

オブザーバー 神谷 信 在中国日本大使館経済部 書記官 

オブザーバー 小杉 直史 国税庁国際業務課（北京駐在） 

 

 

（３）調査期間 

2006 年 3 月 15 日から 3月 24 日まで（10 日間）（調査工程は、別添２のとおり） 

 

１－３ 対象プロジェクトの概要 
R/D に記載された、プロジェクトの概要は以下のとおりである。 

【上位目標】 

中国において多国籍企業等に対する国際課税の実施体制が改善され、日中間を始めとして

中国と外国企業との経済交流が促進される。 

【プロジェクト目標】 

日本の国際課税制度に関して、制度運用、徴収実務等の実務的な観点から日本側が有する

技術、ノウハウ、過去の経験等を中国側に紹介・提示することをつうじて、中国側の税務

行政当局者が国際課税制度に関する国際的な運用基準への理解を深め、円滑な国際課税制

度の実施体制構築に向けた税務行政面での執行体制が強化される。 

【成果】 

国家税務総局、地方国家税務局、及び地方税務局職員が日中租税条約に基づく国際課税

制度の運用に関する日本側の現状、実施体制にかかるノウハウ、過去の経験を習得し、日

本側税務当局関係者等との意見交換をつうじて、国際的な運用基準に基づく国際課税制度

（特に移転価格税制や事前確認制度など）の運用・実務に係る理解を深める。 

国家税務総局、及び地方税務局職員が税務行政面での大企業、多国籍企業に対する適切

な管理制度及びその実施体制に関し、専門的かつ実践的な知識・ノウハウを、日本及び OECD

加盟国の現状及び過去の経験をつうじて学び、これら税制度の実務・管理能力を高める。 
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第 2 章 評価の方法 

 

２－１ 調査手順 
日本側、中国側双方による合同評価調査団は、過去のプロジェクト記録等の資料レビュ

ー及びプロジェクト関係者への聞き取り調査等を行った。調査団は、PCM における評価項目

の観点から評価グリッドを作成し、プロジェクトに対する分析、評価等を実施した。 

 

２－２ 調査項目 
（１）計画達成度 

討議議事録の基本計画に沿ってプロジェクトの投入、成果が達成された度合いを検証す

る。 

（２）評価項目ごとの分析 

【妥当性】 

プロジェクトの目指している効果(プロジェクト目標や上位目標)が、評価を実施する時

点において妥当かどうか（ターゲット・グループの選定は適切か、ターゲット・グループ

のニーズに合致しているか、技術移転の手法は適切か、問題や課題の解決策として適切か、

相手国と日本側の政策との整合性はあるか、プロジェクトの戦略･アプローチは妥当か等）

を分析する。 

【有効性】 

 プロジェクトの実施により、受益者もしくは社会への便益がもたらされているのか(或い

は、もたらされるのか)を問う。 

【効率性】  

プロジェクトのコストと効果の関係（アウトプットの達成度合い、因果関係、投入のタ

イミング）に注目し、資源が有効に活用されているかを問う。 
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第 3 章 プロジェクトの実績 

 

３－１ 投入の実績 
 投入の実績は別添１の合同評価報告書の別添１に示す。概要は以下のとおり。 

 

投入項目 
 

投入計画 
(協議議事録による)

投入実績 

日本側の投入   

短期専門家 
（現地セミナー
講師） 

各年度に述べ 6 名程
度 

2004 年度：短期専門家 6 名 
2005 年度：短期専門家 9 名 
合計 15 名 
 

カウンターパー
ト本邦研修 

各年度に10名×1回 

2004 年度：研修員 10 名 
2005 年度：研修員 10 名 
合計 20 名 
 

供与機材等 
ノート型パソコン 1 台、携行型プロジェクター1 台 
（合計金額：40,700 人民元） 
 その他 

資料等 
 日本側は、講師のレジメ・資料等の中文訳を提供 

中国側の投入   

カウンターパー
トの配置  

 カウンターパート
の配置 
 

【訪日研修】 
2004 年度：10 名 
2005 年度：10 名 

 合計 20 名 
 
【現地セミナー】 
2004 年度：183 名（64 名＋45 名＋74 名） 
2005 年度：182 名（75 名＋44 名＋63 名） 
 

その他 

１．現地セミナー開
催場所・実施経費 
２．専門家への便宜
供与 
３．中国側参加者の
人件費 
 

１．中国側から現地セミナー開催場所及び経費等及び
専門家への便宜供与が提供された。 
 
２．中国側はプロジェクト活動に参加する中国側参加
者の人件費等を負担した。 
 

 

現地セミナーについては、モニタリング結果等をふまえ、2005 年度のセミナー開催日数

を 1 日追加し、専門家派遣人数を 2 名から 3 名に日本側の投入を増やした。全体として必

要な投入が適切に実施され、アウトプットの発現に有効に活用されている。 

 

３－２ 活動の実績 
 ほぼ当初計画どおり実施され、プロジェクト活動をつうじて、日本の国際課税制度につ

いて、制度運用、徴収実務等の実務的な観点から日本が有する技術、ノウハウ、過去の経

験等を中国側に紹介・提示した。 
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３－３ 成果(アウトプット)の発現状況 
成果の発現状況の概要は以下の通りである。（詳細は別添１の合同評価報告書の別添２参

照） 

プロジェクト全体としては、プロジェクト活動をつうじて、中国側の税務行政当局者の

国際課税制度に関する国際的な運用基準への理解は相当程度深まり、国際的な運用基準を

ふまえた国際課税の実施体制の構築に向けた税務行政面での執行体制の強化・充実が進ん

だ。具体的には、移転価格調査及び課税にあたって国際ルールに沿った適正な取り扱いが

浸透してきていること、ならびに事前確認、特に二国間事前確認に対する認識が深まり今

後その活用が拡大していく兆候が見られること、ならびに移転価格課税実施後に生じる二

重課税の解消に対する理解が進んでいること等の中国における税務執行上の姿勢の変化が

見られることである。これらの点で、中国側は、日本の国税庁の先進的な経験が役立った

と評価している。 

他方、中国側は、事前確認制度が未だ浸透するまでに至っていないと現状を評価してお

り、引き続き事前確認の運用に関する実践的な経験を積む必要があると考えている。 

また、日本及び OECD 加盟国の知見・経験に学びつつ、タックス・ヘイブン等の国際的な

課税回避への対応の充実を図るため、租税条約に基づく情報交換の活用・拡大を図ってい

く必要がある。 

 なお、各活動のより詳細な成果の達成状況については、以下のとおりである。 

 

（１）成果１：訪日研修 

【成果】 

国家税務総局、地方国家税務局、及び地方税務局職員が日中租税条約に基づく国際課税

制度の運用に関する日本側の現状、実施体制にかかるノウハウ、過去の経験を習得し、日

本側税務当局関係者等との意見交換をつうじて、国際的な運用基準に基づく国際課税制度

（特に移転価格税制や事前確認制度など）の運用・実務に係る理解を深める。 

【指標】 

 研修に対する期待充足度、研修成果の自国への適用度（クエスチョネア集計） 

【調査結果】 

 研修終了時に行ったクエスチョネアに対し、研修に対する期待充足度、研修成果の自国

への適用度の 2 項目について、以下のとおり研修員全員が「完全に（或いは大部分で）合

致」及び「良い（或いは非常に良い）」と回答した。 

 

(1)2004 年度訪日研修 

①研修に対する期待充足度 

  完全に合致(fully met)／10 名中 7 名 

  大部分で合致(mostly met)／10 名中 3 名 

②研修成果の自国への適用度 

完全に合致(fully met)／10 名中 6.5 名 

大部分で合致(mostly met)／10 名中 3.5 名 
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(2)2005 年度訪日研修 

①研修に対する期待充足度 

完全に合致(fully met)／10 名中 2名 

  大部分で合致(mostly met)／10 名中 8 名 

②研修成果の自国への適用度 

非常に良い(very good)／10 名中 1.5 名 

良い (good)／10 名中 6名 

 

国家税務総局は、プロジェクト開始後に相互協議通達、事前確認の実施規則等の国際課

税制度に関する「相互協議手続きの暫定方法に関する通知（相互協議通達）」、「関連企業間

取引の事前確認に係る実施規則（APA 通達）」の通達等により、国際課税の関連業務にかか

る規範化を行ったが、こうした取り組みにおいて日本の国税庁の先進的な取り組みが参考

になったとしている。 

 また、訪日研修に参加した帰国研修員は、それぞれが国際課税の分野で重要な役割を担

っていることから、訪日研修の成果が一層の実務能力の向上に貢献している。 

 

【成果１の達成度】 

 日本側の機関である国税庁・税務大学校は、1994 年度からプロジェクト以外で税務分野

の訪日研修を実施し、中国政府関係者を受け入れており、2005 年度の訪日研修で 11 回目を

数えた。こうした経緯もあり、受入体制及びカリキュラムの内容等は充実しており、研修

員の評価は高かった。 

クエスチェネア集計結果から、研修に対する期待充足度、研修成果の自国への適用度の 2

項目について研修員がほぼ期待どおりであると回答している。ブリーフィング、ジェネラ

ルオリエンテーションに割く時間が長い等の指摘が研修員からあったものの概ね訪日研修

は所定の成果を収めた。 

 

（２）成果２：現地セミナー 

【成果】 

国家税務総局、及び地方税務局職員が税務行政面での大企業、多国籍企業に対する適切

な管理制度及びその実施体制に関し、専門的かつ実践的な知識・ノウハウを、日本及び OECD

加盟国の現状及び過去の経験をつうじて学び、これら税制度の実務・管理能力を高める。 

【指標】 

①講義内容が有益であったか等の質問項目の回答数（クエスチェネア集計） 

②JICA 専門家の所感等 

【調査結果】 

 ①2004 年度の現地セミナーに関し、アンケート回答者の約 75%が「研修カリキュラムは

中国のニーズに合致する」と回答、67%が「今後の実務に役立つ」と回答、他方各項目につ

いて「理解した」との回答は半数を下回った。 

2005 年度は、セミナー開催日数を 1日追加し、専門家派遣人数を 2 名から 3 名に増やし、

さらに現実の事例に基づいて相当実務に近い詳細な条件設定を行ったケース・スタディ及
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びロールプレイング方式をより多く取り入れた。 

②派遣専門家は、現地セミナーをつうじて国際課税を実際に担当する職員が OECD ガイド

ライン等の国際ルールに則った移転価格課税及び事前確認の執行ならびに審査及び相互協

議において検討すべき事項に関する理解を深めた等の所感を残している。 

【成果２の達成度】 

 ターゲット・グループである国家税務総局及び地方税務局の国際課税担当者は、現地セ

ミナーへの参加をつうじて、税務行政面での大企業、多国籍企業に対する適切な管理制度

及びその実施体制に関し、専門的かつ実践的な知識・ノウハウを習得するとともに、日本

及び OECD 加盟国の現状及び過去の経験をふまえつつ、国際ルールに基づく国際課税の執行

のあり方について理解を深めた。 

 

３－４ プロジェクト目標の達成度 
 プロジェクト目標である「日本側が有する技術、ノウハウ、過去の経験等を紹介・提示

することをつうじて、中国側の税務行政当局者が国際課税制度に関する国際的な運用基準

への理解を深める」こと、「円滑な国際課税制度の実施体制構築に向けた税務行政面での執

行体制が強化される」ことは、概ね達成されたと考えられる。 

しかしながら、他方、中国側は、制度が未だ浸透するまでに至っていない、また、課税

回避のための対応をより充実させる必要があると現状を評価しており、合同評価会では、

プロジェクト目標を達成する上で対応が求められる課題として、①事前確認制度の活用・

拡大、②国際的な課税回避に対する対応の充実を図るための租税条約に基づく情報交換の

活用・拡大の２点が挙げられている。これらを補うため、プロジェクトにおいてさらなる

取り組みが必要であると言える。 

 

３－５ 上位目標の達成見込み 
 2005 年 12 月、全国国際税収工作会議で、国家税務総局の王力副局長は「事前確認制度の

規範的な展開を行い」、「国際的な課税回避への基礎的な対応に真剣に取り組む」と述べる

等、プロジェクト開始当初と比較して、国際課税の担当官の人材育成ニーズは一層拡大し

ている。 

中国には、全国 7 箇所に国家税務総局直轄の省レベルの研修センター（揚州、湖南、大

連、広西、安徽、重慶、江西）があり、これらを拠点として国際課税を含む税務行政の人

材育成研修を強化している。省レベル以下の税務研修センターも多数存在するが、これら

全ての研修センターにおいて国際的な運用基準に基づく国際課税の執行に関する十分な研

修機会を提供できる体制が構築されている分けではない。このため、中国政府としては、

現在或いは今後も、日本及び OECD、UNDP 等の複数のルートをつうじて諸外国の知見・ノウ

ハウを導入する予定である。 

 こうした状況から、プロジェクトの上位目標である「中国において多国籍企業等に対す

る国際課税の実施体制が改善され、日中間を初めとして中国と外国企業との経済交流が促

進される。」が達成されるためには、中国側としてより中長期的な取り組みが必要である。 
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３－６ プロジェクト活動の進捗管理 
 中国側のカウンターパートと JICA 中国事務所の間で必要に応じて連絡を取り合い、双方

の間で活動の進捗や改善項目への対処方針が検討された。プロジェクト活動の進捗と成果

の達成状況は、アンケート調査等により検証している。全体としてプロジェクトのモニタ

リング、マネージメント・システムは適切に機能していた。 
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第 4 章 評価結果 

４－１ 総括（渡辺団長） 
プロジェクト全体として、当初計画で予定されていた活動は実質的に終了した。前述

の５で見たとおり、プロジェクトの目標は一部の課題を除いてほぼ計画どおり達成され

た。 

しかしながら、中国側は、事前確認制度の浸透、国際的な課税回避への対応にかかる経

験の蓄積が十分でないと現状を評価している。プロジェクト目標を達成する上で対応が求

められる課題としては、①事前確認制度の活用・拡大、②国際的な課税回避に対する対

応の充実を図るための租税条約に基づく情報交換の活用・拡大の 2 点が挙げられ、さら

なる取り組みが必要である。プロジェクト当初協力期間終了までに追加的な投入を行う

ことは困難であり、これらの課題にかかる対応について、プロジェクトの協力期間を 1

年間延長し、活動を継続することが妥当であると思料される。 

なお、プロジェクト終了後、中国側は、本プロジェクトを含め、1994 年から過去 11

年にわたり実施してきた税務行政分野の協力効果を持続的に発展させ、国際課税の執行

体制を充実させていくことが重要である。 

 本件調査において、プロジェクトをつうじて、中国の国際課税の執行体制の強化・充

実に一定の貢献を果たしていることを明確に出来たことは、今後の税務行政面での協力

のあり方について検討する上でも意義があった。 

 調査結果をふまえ、①プロジェクト終了時までに達成すべき成果・活動、②プロジェ

クト終了後に中国側がとるべき措置③～⑤日本側への提言、⑥教訓の４つの観点から所

感をとりまとめた。 

① プロジェクト目標のうち、国際課税制度に関し、①事前確認制度の活用・拡大、

②国際的な課税回避に対する対応の充実を図るため、租税条約に基づく情報交換

の活用・拡大の 2 点について中国側として引き続きノウハウ・経験の蓄積が必要

であるが、プロジェクト当初協力期間終了までに追加的な投入を行うことは困難

であり、これらの課題にかかる対応について、プロジェクトの協力期間を 1 年間

延長し、活動を継続することが妥当であると思料される。 

② プロジェクト開始当初と比較して、国際課税の担当官の人材育成ニーズは一層拡

大しており、全国 7 箇所に国家税務総局直轄の省レベルの研修センター等を拠点

として、日本をはじめとするドナーの協力を得つつ、諸外国の知見・ノウハウの

導入に取り組んでいる。プロジェクト終了後、中国側は、本プロジェクトを含め、

1994 年から過去 11 年にわたり実施してきた税務行政分野の協力効果を持続的に

発展させ、国際課税の執行体制を充実させていくことが重要である。 

③ 国際課税制度に関し、課題として挙げられた、①事前確認制度の活用・拡大、②

国際的な課税回避に対する対応の充実を図るための租税条約に基づく情報交換

の活用・拡大の 2 点にかかる対応について日中双方が協力して早急に検討を行う
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こと。 

④ プロジェクト終了後、中国側が過去の税務行政分野の協力効果を持続的に発展さ

せ、国際課税の執行体制を充実させていくために、帰国研修員及びセミナー参加

者に対するフォローが必要である。 

⑤ 税務行政面では、国際課税以外は、もはや中国側の自助努力により改善できる段

階に達していると言えよう。国際課税の分野では、中国側が日本からの継続的な

支援を希望している。日中間の経済関係が一層緊密化していることから、中国側

のより中長期的な制度構築・人材育成の達成目標、地域的な優先順位、詳細なテ

ーマ等が明確にされるのであれば、国際課税の分野に絞って支援を継続する意義

は大きいと思われる 

・ 事前確認制度について、現実の事例に基づき相当実務に近い詳細な条件設定を行っ

たケース・スタディ及びロールプレイング方式を多く取り入れたことが、現地セミ

ナー参加者の理解を深めることに大きく貢献した。 

 

４－２ 評価 5 項目による分析(*) 
（(*)詳細は、別添１の合同評価報告書の別添３評価グリッド参照）。 

 

４－２－１ 妥当性 

中国での多国籍企業の数、大企業等による海外企業との取引額は増加しており、こうし

た中中国にとって大企業、多国籍企業への円滑な国際課税の実施体制の構築は優先度の高

い課題であるとともに、当該課題への協力は日本の対中国経済協力の方針（経済活動を律

する法制度の確立等ガバナンス強化を支援する等）とも整合している。協力のアプローチ、

ターゲット・グループの選定は適切であり、全体として本プロジェクトの実施の妥当性は

高いと言える。 

 

４－２－２ 有効性 

プロジェクトは、当初計画の活動は実質的に終了した。プロジェクト活動をつうじて、

中国側の税務行政当局者の国際課税制度に関する国際的な運用基準への理解は相当程度深

まる等、プロジェクト目標の達成に向けて成果が出ていると評価できる。 

特に、①プロジェクト開始後に国家税務総局が相互協議通達、事前確認の実施規則等の

国際課税制度に関する通達の発布による国際課税の関連業務にかかる規範化を進めたこと、

ならびに②二国間事前確認に対する認識が深まり今後その活用が拡大していく兆候が見ら

れること、ならびに③移転価格課税実施後に生じる二重課税の解消に対する理解が進んで

いる等の税務執行上の姿勢の変化が見られること等について、中国側が日本の国税庁の先

進的な経験が役立ったと評価しており、プロジェクト成果の中国側の問題解決に相応の効

果があることが確認できた。 

他方、中国側は、制度が未だ浸透するまでに至っていない。また、課税回避のための対

応をより充実させる必要があると現状を評価しており、合同評価会において、①事前確認

の運用、②租税条約で規定されている国際的な課税回避に対する対応の分野を除いて、プ
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ロジェクト目標への有効性が示されたと評価された。 

これらの点を補うため、①事前確認制度の活用・拡大、②国際的な課税回避に対する対

応の充実を図るための租税条約に基づく情報交換の活用・拡大の 2 点についてさらなる取

り組みが必要であると言える。 

 

４－２－３ 効率性 

成果（アウトプット）の達成度は、プロジェクトの実績で述べたとおりほぼ達成された

が、現地セミナーに参加した地方税務局関係者が日本或いは OECD 加盟国の知見・経験等を

ふまえ、アンケート調査結果等から判断し、国際ルールに基づく国際課税の執行のあり方

について完全に理解することが出来たかどうか疑念が残る部分もある。 

投入の量、質、タイミングについては、全体として適切に実施され、アウトプットの産

出に効果的、効率的に貢献している。 

コスト的には、テーマと内容ならびに対象者のレベルに応じて訪日研修と現地セミナー

を使い分けており、短期間で集中した講義により知識移転を行い、全体として比較的少な

い投入でアウトプットが得られていることから、高い効率性のもとにプロジェクトが実施

されたと言える。 

 

４－２－４ その他 

本プロジェクトで行っているとおり、現地セミナーに派遣される短期専門家の構成につ

いては、次の 2 種類に分けて編成することが効率的であると考えるので、引き続きその形

態で実施したいとの意見が中国側から出された。 

①国際ルールに基づいた理論や全体的な考え方を理解している専門家が全体を統括する

立場として参加する。 

②専門的・技術的な知識・経験を持つ専門家。 

現地セミナーでは、一部の参加者は研修内容を十分に理解できなかったとアンケート調査

で回答している。地域ごとに職員の知識、経験の水準等に相違が見られるため、それぞれ

の地域の実情に見合った決め細やかな対応を行うことができれば、よりプロジェクト成果

の効果を高めることができよう。現地セミナー参加者及び帰国研修員に対する追跡調査に

より、中国側関係者が研修・講義の成果を実際に実務にどの程度活用できているのか、な

らびに実務に活用する中で直面する新たな問題・課題等を把握し、これらの情報を現地セ

ミナー及び訪日研修のカリキュラム作成にあたって参考情報として反映することが出来れ

ばより高い研修効果が期待できる。 

・日本でのカウンターパート研修は、プロジェクトの成果を生み出すために有効であっ

た。カウンターパートは研修によって、日本の国税庁の先進的な経験を取り入れ、帰国後

もプロジェクト活動の推進に貢献した。 

・事前確認制度について、現実の事例に基づき相当実務に近い詳細な条件設定を行った

ケース・スタディ及びロールプレイング方式を多く取り入れたことが、現地セミナー参加

者の理解を深めることに大きく貢献した。 

・現地セミナーでは、地域ごとに税務当局関係者の知識、経験の水準等に相違が見られ

るため、研修内容の理解度に一定のばらつきが見られた。 
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４－３ 結論 
プロジェクト全体として、当初計画で予定されていた活動は実質的に終了した。前述の

３－１から３－６で見たとおり、プロジェクトの目標は一部の課題を除いてほぼ計画どお

り達成された。 

しかしながら、プロジェクト目標を達成する上で対応が求められる課題として、①事前

確認制度の活用・拡大、②国際的な課税回避に対する対応の充実を図るための租税条約に

基づく情報交換の活用・拡大の 2 点が挙げられる。プロジェクト当初協力期間終了までに

追加的な投入を行うことは困難であり、これらの課題にかかる対応について、プロジェク

トの協力期間を 1 年間延長し、活動を継続することが妥当であると思料される。 

なお、プロジェクト終了後、中国側は、本プロジェクトを含め、1994 年から過去 11 年に

わたり実施してきた税務行政分野の協力効果を持続的に発展させ、国際課税の執行体制を

充実させていくことが重要である。 
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第 5 章 提言と教訓  

５－１ 提言 
・国際課税制度に関し、課題として挙げられた、①事前確認制度の活用・拡大、②国際

的な課税回避に対する対応の充実を図るための租税条約に基づく情報交換の活用・拡大の 2

点にかかる対応について日中双方が協力して早急に検討を行うこと。 

・プロジェクト終了後、中国側が過去の税務行政分野の協力効果を持続的に発展させ、

国際課税の執行体制を充実させていくために、帰国研修員及びセミナー参加者に対するフ

ォローが必要である。 

・税務行政面では、国際課税以外は、もはや中国側の自助努力により改善できる段階に

達していると言えよう。国際課税の分野では、中国側が日本からの継続的な支援を希望し

ている。日中間の経済関係が一層緊密化していることから、中国側のより中長期的な制度

構築・人材育成の達成目標、地域的な優先順位、詳細なテーマ等が明確にされるのであれ

ば、国際課税の分野に絞って支援を継続する意義は大きいと思われる 

 

５－２ 教訓 
・事前確認制度について、現実の事例に基づき相当実務に近い詳細な条件設定を行った

ケース・スタディ及びロールプレイング方式を多く取り入れたことが、現地セミナー参加

者の理解を深めることに大きく貢献した。 

 

以上 
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